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2026 年 3 月 16 日 

一般社団法人全国圧入協会 本部事務局 

 

2026 年度 杭圧入引抜機・硬質地盤圧入機特別教育 

学科講習のご案内 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．受講から修了証発行までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生法第59条第３項の規定に基づき、事業者は、厚生労働省令で定める危険又は有害な業

務に労働者をつかせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。 

特別教育を必要とする業務は、労働安全衛生規則第36条に規定されており、「杭圧入引抜機の運転業

務」は第９号の２、「硬質地盤圧入機の操作業務」は第９号の３に該当しています。 

また、安全衛生特別教育規程により、特別教育は学科教育及び実技教育により行うものとされ、科目・範

囲・時間などが定められています。杭圧入引抜機の運転業務(第９号の２に該当)は、第11条の４（基礎工

事用建設機械の運転の業務に係る特別教育）、硬質地盤圧入機の操作業務(第９号の３に該当)は、第

11条の５（車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育）に該当しています。 

当協会では、2017年度から杭圧入引抜機の運転業務及び硬質地盤圧入機の操作業務の学科教育を合

わせて一つの講習として実施しています。 

硬質地盤圧入機の操作業務の場合 杭圧入引抜機の運転業務の場合 

事業者は、杭圧入引抜機の運転業務の 

実技教育を５時間以上実施する。 

事業者は、実技教育修了証明書(様式 3-1)を 

当協会へメール送信する。 

杭圧入引抜機の運転業務(第９号の２に該当) 

の特別教育修了証(カード)が発行される。 

杭圧入引抜機・硬質地盤圧入機特別教育の学科教育を受講する。 

（2 日間で計 14 時間） 

学科教育修了証書が発行される。 

事業者は、実技教育修了証明書(様式 3-2)を 

当協会へメール送信する。 

硬質地盤圧入機の操作業務(第９号の３に該当) 

の特別教育修了証(カード)が発行される。 

事業者は、硬質地盤圧入機の操作業務の 

実技教育を４時間以上実施する。 



 2 / 5 

 

２．開催日時、対面開催の会場 

（１）開催日時 

講習は下記の日程で開催します。各日とも昼休み１時間を含み、終了時刻は予定になります。 

申込締切日は講習初日の 1 週間前ですが、締切日前でも定員になり次第受付を終了いたします。 

日程 開催形式 開催日時 定員・申込締切日 

日程① オンライン 
4 月 7 日（火） ９：00～17：00 

4 月 8 日（水） ９：00～17：00 

定員 35 名 

3 月 31 日（火）17:00 

日程② 
対面／ 

高知会場 

4 月 20 日（月） ９：00～17：00 

4 月 21 日（火） ９：00～17：00 

定員 20 名 

4 月 13 日（月）17:00 

日程③ 
対面／ 

東京会場 

5 月 21 日（木） ９：00～17：00 

5 月 22 日（金） ９：00～17：00 

定員 20 名 

5 月 14 日（木）17:00 

日程④ オンライン 
7 月 28 日（火） ９：00～17：00 

7 月 29 日（水） ９：00～17：00 

定員 35 名 

7 月 21 日（火）17:00 

日程⑤ オンライン 
9 月 15 日（火） ９：00～17：00 

9 月 16 日（水） ９：00～17：00 

定員 35 名 

9 月 8 日（火）17:00 

日程⑥ 
対面／ 

東京会場 

10 月 20 日（火） ９：00～17：00 

10 月 21 日（水） ９：00～17：00 

定員 20 名 

10 月 13 日（火）17:00 

日程⑦ オンライン 
12 月 3 日（木） ９：00～17：00 

12 月 4 日（金） ９：00～17：00 

定員 35 名 

11 月 26 日（木）17:00 

日程⑧ オンライン 
2 月 18 日（木） ９：00～17：00 

2 月 19 日（金） ９：00～17：00 

定員 35 名 

2 月 11 日（木）17:00 

（２）対面開催の会場 

＜東京会場＞ 

IPC 国際圧入センター（地図） 

〒108-0075 東京都港区港南 2 丁目 4 番 3 号 三和港南ビル 5 階 

※品川駅港南口（東口）から徒歩 5 分 

＜高知会場＞ 

(株)技研製作所高知本社（地図） 

〒781-5195 高知県高知市布師田 3948 番地 1 

※高知道高知インターから車で 7 分 

https://maps.app.goo.gl/d1v9p5X7vUTJdN1JA
https://maps.app.goo.gl/WartgHNmd8z43P7x8
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３．受講について 

（１）講習内容 

２日間にわたり、杭圧入引抜機の運転業務(第９号の２に該当)及び硬質地盤圧入機の操作業務(第

９号の３に該当)の学科教育をそれぞれ７時間、計 14 時間を行います。 

① 杭圧入引抜機の運転業務(第９号の２に該当)の学科教育 

安全衛生特別教育規程第 11 条の４（基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育） 

科目 時間 

基礎工事用の建設機械に関する知識 ４時間 

基礎工事用建設機械の運転に必要な一般的事項に関する知識 ２時間 

関係法令 １時間 

② 硬質地盤圧入機の操作業務(第９号の３に該当)の学科教育 

安全衛生特別教育規程第 11 条の５（車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育） 

科目 時間 

車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置に関する知識 ４時間 

車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作のために必要な一般的事項に関する知識 ２時間 

関係法令 １時間 

（２）受講日の決定と教材の配布について 

① 希望日程について、第一希望でのご受講が難しい場合は協会よりご連絡をさせていただきますのでご了

承ください。 

② 受講日決定のご連絡と共に、事前学習用Ｅラーニングのログイン情報を受講者の所属会社宛に通知し

ます。通知後、受講日までに各自事前学習にご活用ください。 

③ 当日使用する教材（テキスト類）は、オンライン開催では、講習実施日の１週間前を目途に所属会

社宛てに事前送付します。講習当日、受講者はお手元にご準備のうえ受講してください。当日テキスト

のない方は受講することができません。対面開催では、当日配布しますので持ち帰り用のカバン等をご持

参ください。 

（３）当日の受付開始時間 

8:30 より受付を開始します。受付後は離席して構いませんが、1 日目は 8:55 から注意事項を説明します

ので、その時間までに席にお戻りください。 

（４）オンライン受講の環境について 

当日は Zoom を用いて、文字や動画による説明のほか、口頭やチャットによる質疑応答などを行います。 

以下の点に留意して、Zoom の使用環境を整えてください。 

① 受講確認のため、受講者の顔が常時カメラに映っている必要があります。 

受講者は１人１台のパソコンなどを用いて Zoom に接続お願いします。 

※合計 30 分以上、顔が確認できない場合は、学科講習を修了できませんのでご注意ください。 

② 講習では文字や動画などを十分なサイズで見られる環境にしてください。Zoom接続テストを事前に行い

ますので、その際に画面に表示される文字サイズの確認などを行ってください。 

※複数名が集合して大型モニター等で画面を見ていただくことは可能ですが、受講者は各々パソコン等

を用いて Zoom への接続は必要です。 
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４．学科講習受講後、特別教育修了証(カード)の発行までについて 

（１）学科講習修了証書の発行について 

学科講習終了後、1 週間以内に「特別教育学科講習修了証書」を受講申込書に記載のメールアドレス宛

にお送りします。（対面開催の場合は 2 日目終了時に紙でお渡しします。） 

（２）実技教育の実施について 

杭圧入引抜機の運転業務(第９号の２に該当)及び硬質地盤圧入機の操作業務(第９号の３に該当)

の実技教育は、それぞれ下表となりますので、各社にて OJT 教育を実施してください。 

① 杭圧入引抜機の運転業務(第９号の２に該当)の実技教育 

安全衛生特別教育規程第 11 条の４（基礎工事用建設機械の運転の業務に係る特別教育） 

科目 範囲 時間 

基礎工事用建設機械の運転 
基本操作 定められた方法による基本施工 

及び応用施工 
４時間以上 

基礎工事用建設機械の運転 

のための合図 
手、小旗等を用いて行う合図 １時間以上 

② 硬質地盤圧入機の操作業務(第９号の３に該当)の実技教育 

安全衛生特別教育規程第 11 条の５（車両系建設機械(基礎工事用)の作業装置の操作の業務に係る特別教育） 

科目 範囲 時間 

車両系建設機械（基礎工事

用）の作業装置の操作 

基本操作 定められた方法による基本施工 

及び応用施工 
３時間以上 

車両系建設機械（基礎工事

用）の運転のための合図 
手、小旗等を用いて行う合図 １時間以上 

※特別教育の講師については、法令に資格要件は定められていませんが、事業者は、実技教育の科目

について十分な知識と経験を有する方を講師とする必要があります。 

（３）特別教育修了証(カード)の発行について 

実技教育を修了された方は、下記の実技教育修了証明書に必要事項を記入のうえ、PDF データをメール

にて当協会に送信してください。お送りいただいた実技教育修了証明書に応じた特別教育修了証(カード)

を発行します。 

なお、特別教育修了証(カード)の発行・送付には、実技教育修了証明書の受領後１～２ヶ月程度の期

間を要しますのでご了承ください。元請などに修了証の提出が必要な場合は、PDF にて特別教育修了証明

書を即時発行しますので協会担当者までご連絡ください。 

●実技教育修了証明書（URL: https://atsunyu.gr.jp/general/tokubetsuKyoiku/info/） 

様式 3-1_実技教育修了証明書（杭圧入引抜機） 

様式 3-2_実技教育修了証明書（硬質地盤圧入機） 

 

 

 

 

 

https://atsunyu.gr.jp/general/tokubetsuKyoiku/info/
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５．受講申込みについて 

（１）必要書類（URL: https://atsunyu.gr.jp/general/tokubetsuKyoiku/info/） 

① 様式 1 受講申込書 

※Excel ファイルは受講者１名につき１ファイルを作成してください。 

② 顔写真データ（JPEG 形式） 

※直近 6 カ月以内撮影、無帽目線あり・白無地背景・上半身撮影で、 

一般的な証明写真と同等程度の撮影方法によるもの。 

③ 振込み金額と日時がわかる書類（振込明細など）の PDF データ 

※受講料は事前に振込口座にお振込みください。 

※振込手数料はご負担ください。 

※複数名お申込みされる際は、まとめてお振込みください。 

なお、外国人の方のお申込みにつきましては、上記（①～③）に加えて下記書類をご提出ください。 

④ 様式 2 外国人の受講申込確認書の PDF データ 

⑤ 受講者の勤務証明書（もしくは雇用保険申請書の写し）の PDF データ 

（２）受講料（消費税込み、修了証発行手数料を含む） 

協会会員：33,000 円   その他：66,000 円 

●振込口座 

三菱ＵＦＪ銀行 品川駅前支店 

普通預金 ０３７４３３６ 一般社団法人全国圧入協会 講習口 

いっぱんしゃだんほうじん ぜんこくあつにゅうきょうかい こうしゅうぐち 

（３）提出方法 

メールにて以下のように必要書類を添付して送信してください。原本の郵送は不要です。 

必要書類を受領後、受領した旨のメールをお送りします。メールが届かない場合は協会担当者までお問い

合わせください。 

送信先メールアドレス：jpa@atsunyu.or.jp 

メール件名：特別教育／受講申込み 

メール添付：様式 1_受講申込書_○○○○.xlsx  ※○○○○は受講者氏名にしてください。 

顔写真データ_○○○○.jpg 

様式 2_外国人の受講申込確認書_○○○○.pdf ※外国人の受講者のみ 

勤務証明書_○○○○.pdf               ※外国人の受講者のみ 

振込明細_申込企業名.pdf 

※複数名お申込みされる際は、１メールにまとめて送信してください。 

（４）キャンセルについて 

受講申込書の受理後にキャンセル（返金）はできませんのでご注意ください。 

なお、年度内の受講日変更・受講者変更は可能です。受講日の１週間前までにご連絡ください。 

６．お問い合わせ先 

一般社団法人全国圧入協会  担当：石田  連絡先：03-5781-9155 

Mail：jpa@atsunyu.or.jp 

以上 

https://atsunyu.gr.jp/general/tokubetsuKyoiku/info/
mailto:jpa@atsunyu.or.jp
mailto:jpa@atsunyu.or.jp

